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合 併 趣 意 書
１９９３年３月２１日、大津生活協同組合、湖南消費生活協同組合、滋賀県東部生活協同組合、滋賀県北部生
活協同組合は、対等・平等な立場で合併し、四生協の培ってきた活動や経験を発展的に継承し、滋賀県民の豊か
なくらしと人間尊重の平和な街づくりをすすめることができる生活協同組合コープしがを創ります。
１９７０年代、高度成長の歪として出てきた環境汚染、有害食品の氾濫、健康破壊という情勢の中で、わたく
したちはくらしを守るために、自分達の力で生活協同組合を創りました。ゼロからの出発だったわたくしたちの
運動も、地域の消費者の参加と、生産者や全国の仲間たちの心強い支援と協力を得ながら一歩一歩確実に前進し
てきました。よりよいくらしを求めて結集したわたくしたちの協同の力は、社会をより良い方向に変える原動力
となり、有害添加物の排除や生産者と消費者の顔の見える新しい関係づくりを推しすすめてきました。また、地
域とともに取り組んできた琵琶湖を守る運動は、全国各地の水環境を守る運動にも大きな影響を与え、先駆的役
割を果たしてきました。
しかし、１９８０年代後半に入ると、生協運動にも大きな転機が訪れました。わたくしたち自身のくらしや価
値観が大きく変わるとともに、生協を取り巻く環境も急速に変化してきました。そのような中で、くらしの在り
方を再度見つめ直すとともに、生活協同組合の原理・原則を基本としながら、運動や事業の形態を思い切って新
しいものに変えていくことが必要となってきています。さらに、人と人との絆を強めていくために「協同の力」
をより一層発揮することが求められています。
これらの環境の変化に対応するために、それぞれの地域で取り組んできた生協運動を、わたくしたちは改めて
全県的視野に立って考えることが必要となってきました。くらしをより良いものとし、様々な願いを一つひとつ
実現していくために、今こそ滋賀県の生協組合員が力を合わせることが求められています。
わたくしたちはさらに多くの仲間づくりをすすめ、学習や活動を通して組合員一人ひとりが自立することをめ
ざします。より多くの県民の参加による協同の力で滋賀県における「消費の組織」を飛躍的に高め、地域の一員
としての積極的な政策提言を通して組合員のくらしと県民のくらしの総合的な向上をめざします。
琵琶湖を擁する滋賀県において新たに生まれる生活協同組合コープしがは、地域との調和を図りながら地域社
会に寄与します。そして、民主主義を充実させ、２１世紀を展望し以下の構想を実現していく決意です。

１．広範な組合員の参加と生産者とのつながりの強化を通して、安全で安心できる商品づくりをすすめ、組合
員の利用結集を高める中で低価格の実現をめざします。また、多様な商品活動を通して、食文化の創造に
も取り組みます。

２．学び合い、教え合い、そして助け合う協同の風土づくりをすすめ、人と人との絆を強めます。そして、一
人ひとりの組合員の声を大切にする民主的で人間らしい組織づくりをすすめます。

３．地域に根づいた多彩で自発的な組合員活動を多くの組合員の参加で推しすすめ、人間にも自然にも優しい
くらしを創造します。そして、地域での幅広い協同を通して人間尊重の社会づくりをめざします。

４．組合員の生活の変化に十分対応し、生協の組織と運動を支えるにふさわしい事業の拡大・発展を確保しま
す。また、経営資源（出資金、人材、施設など）を結集し、事業運営のあらゆる面での効率化・高度化を
図り、ゆるぎない経営基盤の構築と安定した経営の継続をめざします。

５．組合員の自主・自立を基本とした協同組合間提携や他団体との協同・連帯をさらに強化します。また、く
らしに関する地球規模での問題の構造的解決に向け、交流を通して国際的な協同・連帯にも積極的に取り
組みます。

協同組合のアイデンティティに関する声明（1995年、ICAマンチェスター大会で決定）

協同組合は、共同で所有し民主的に管理する事業体を通じ、共通の経済的・社会的・文化的なニーズ
と願いを満たすために自発的に手を結んだ人びとの自治的な組織である。

協同組合は、自助、自己責任、民主主義、平等、公正、そして連帯の価値を基礎とする。それぞれの
創設者の伝統を受け継ぎ、協同組合の組合員は、正直、公開、社会的責任、そして他人への配慮とい
う倫理的価値を信条とする。

協同組合原則は、協同組合がその価値を実践に移すための指針である。
〔第 1原則〕自発的で開かれた組合員制
協同組合は、自発的な組織である。協同組合は、性別による、あるいは社会的・人種的・政治的・宗
教的な差別を行わない。協同組合は、そのサービスを利用することができ、組合員としての責任を受
け入れる意志のある全ての人びとに対して開かれている。
〔第 2原則〕組合員による民主的管理
協同組合は、その組合員により管理される民主的な組織である。組合員はその政策決定、意志決定に
積極的に参加する。選出された代表として活動する男女は、組合員に責任を負う。
単位協同組合では、組合員は（一人一票という）平等の議決権をもっている。他の段階の協同組合も、
民主的方法によって組織される。
〔第 3原則〕組合員の経済的参加
組合員は、協同組合の資本に公正に拠出し、それを民主的に管理する。その資本の少なくとも一部は
通常、協同組合の共同の財産とする。組合員は、組合員として払い込んだ出資金に対して、配当があ
る場合でも、通常、制限された率で受け取る。組合員は、剰余金を次の目的のいずれか、または全て
のために配分する。
・準備金を積み立てることにより、協同組合の発展のため、その準備金の少なくとも一部は分割不可
能なものとする。

・協同組合の利用高に応じた組合員への還元ため
・組合員の承認により他の活動を支援するため
〔第 4原則〕自治と自立
協同組合は、組合員が管理する自治的な自助組織である。協同組合は、政府を含む他の組織と取り決
めを行ったり、外部から資本を調達する際には、組合員による民主的管理を保証し、協同組合の自主
性を保持する条件において行う。
〔第 5原則〕教育、訓練および広報
協同組合は、組合員、選出された代表、マネジャー、職員がその発展に効果的に貢献できるように、
教育訓練を実施する。協同組合は、一般の人びと、特に若い人びとやオピニオンリーダーに、協同組
合運動の特質と利点について知らせる。
〔第 6原則〕協同組合間協同
協同組合は、ローカル、ナショナル、リージョナル、インターナショナルな組織を通じて協同するこ
とにより、組合員に最も効果的にサービスを提供し、協同組合運動を強化する。
〔第 7原則〕コミュニティへの関与
協同組合は、組合員によって承認された政策を通じて、コミュニティの持続可能な発展のために活動
する。
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